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新型コロナウイルス感染症に係る新たな市融資メニューについて 

 

新型コロナウイルス感染症の発生の影響により，国によるセーフティネット保証４号が３月２日に

発動されることを受け，影響を受けた市内中小企業・小規模事業者に対し，市が信用保証料を全

額負担し，保証料率を 0.00％とする融資メニューにより，金融支援を行います。 

 これにより，利用者は金利負担のみで資金調達が可能となります。（※保証料の負担不要） 

 

今回の融資メニュー 

【資金名】 

 「経営安定化特別資金（特例枠）セーフティネット保証４号」（新型感染症） 

【対象者】 

 新型コロナウイルス感染症の発生の影響により下記セーティネット保証４号の認定を受けたもの 

 （認定要件） 

  次の①から③の要件をすべて満たすもの 

     ①本店所在地が福岡市内にある中小企業・小規模事業者 

     ②１年以上継続して事業を行っていること。 

     ③最近１か月の売上高等が新型コロナウイルス感染症の発生の影響により 

    前年同期に比して 20％以上減少しており，かつ，その後２か月を含む３か月間の 

         売上高等が前年同期に比して 20％以上減少することが見込まれること。 

【融資条件】 

  ・融資限度額：１億円 

  ・融資期間：１０年以内（うち据置２年以内） 

  ・融資利率：１.３％ 

  ・保証料率：０.００％ ※所定料率 ０.８０％を市が全額補助 ※政令市初 

【実施時期】 

  ３月２日（月）国告示後 

【申込先】 

  福岡市中小企業サポートセンター（福岡市経営支援課） 

  福岡市博多区博多駅前２丁目９番２８号 福岡商工会議所ビル２Ｆ 

 

新たな制度のポイント 
 
① 保証料が不要で１.３％利子負担のみで借り入れが可能。通常は保証料を入れると２.１％ 

② 新型コロナウイルス感染症の影響を受けたすべての業種が対象 

③ 最大２年間まで元金の据え置きが可能（毎月返済時は利息だけの支払いとなる） 

④ 通常の保証限度額とは別枠で１億円の申込が可能（保証人不要） 

 
【問い合わせ先】 

経済観光文化局総務・中小企業部経営支援課 

西依（にしより），寺島 

電話：092-441-2171 FAX：092-441-3211 

政令市初 
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